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I 行政コスト計算書 
 

行政コスト計算書
（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（金額単位：円）
Ⅰ　業務費用

仮定損益計算書上の費用
資金調達費用 208,866,393,722
役務取引等費用 23,444,646
その他業務費用 18,811,046,450
営業経費 29,316,355,544
その他経常費用 63,861,204,881
特別損失 13,493,266 320,891,938,509

（控除）業務収入
資金運用収益 313,247,572,195
役務取引等収益 4,836,595,855
その他業務収益 589,372,136
その他経常収益 16,381,172,245
特別利益 38,922,099,694 373,976,812,125

業務費用合計 △ 53,084,873,616

Ⅱ　機会費用
政府出資の機会費用 16,221,646,500
政府無利子貸付等の機会費用 4,104,106,659

4,205,920
機会費用合計 20,329,959,079

Ⅲ　行政コスト △ 32,754,914,537

公務員からの出向職員に係る
退職給付引当金増加額
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II 添 付 

 行政コスト計算書作成の前提となる以下の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）

に基づいて当行が独自に作成し、金融商品取引法第 193 条の 2第 1項の規定に準ずる監査

法人トーマツの監査証明を受けた財務諸表をもとに作成しています。 



１．民間企業仮定貸借対照表
（平成20年3月31日）

（金額単位：円）

（資産の部）
11,512,906,845,710

532,137,215,901
25,720,258,249
136,925,888,000
161,741,296,678
64,894,004,379
37,081,544,113

-
172,833,979,816

△ 112,030,686,146
△ 7,329,792,939

12,524,880,553,761

（負債の部）
3,157,163,329,928
6,932,546,646,000

155,075,629,102
1,653,361,000
31,432,532,261
172,833,979,816

10,450,705,478,107
（純資産の部）

1,272,286,000,000
861,584,836,799

準 備 金 1,113,186,617,206
繰越利益剰余金 △ 251,601,780,407

13,084,924,473

△ 72,780,685,618
2,074,175,075,654

12,524,880,553,761

資 産 の 部 合 計

現 金 預 け 金
そ の 他 資 産

有 価 証 券

買 現 先 勘 定
金 銭 の 信 託

投資損失引当金

純資産の部合計
負債及び純資産の部
合 計

退職給付引当金
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計

資 本 金

その他有価証券
評 価 差 額 金
繰延ヘッジ損益

科　　目

債 券
借 用 金
そ の 他 負 債

科　　目 金　　額

賞 与 引 当 金

利 益 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

動 産 不 動 産
債 券 繰 延 資 産

金　　額

貸 出 金
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２．民間企業仮定損益計算書
（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（金額単位：円）

335,891,350,451
314,084,210,215

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） (307,725,601,952)
（うち有価証券利息配当金） (3,815,262,629)

4,836,595,855
589,372,136

16,381,172,245
320,878,445,243
208,866,393,722

（ う ち 債 券 利 息 ） (45,130,980,593)
（ う ち 借 用 金 利 息 ） (148,446,549,871)

23,444,646
18,811,046,450
29,316,355,544
63,861,204,881
15,012,905,208
38,922,099,694

13,493,266
53,921,511,636

金　　額

役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費

そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

科　　目

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

当期純利益（△は当期純損失）

そ の 他 経 常 費 用
経常利益（△は経常損失）
特 別 利 益
特 別 損 失
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３．キャッシュ・フロー計算書　
（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（金額単位：円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 53,921,511,636
減価償却費 758,259,951
貸倒引当金の増減（△）額 △ 34,711,325,079
投資損失引当金の増減（△）額 4,873,023,227
賞与引当金の増減（△）額 35,676,525
退職給付引当金の増減（△）額 1,874,467,198
資金運用収益 △ 314,084,210,215
資金調達費用 208,866,393,722
有価証券関係損益 △ 416,450,000
金銭の信託運用損益 △ 897,634,983
為替差損益 △ 137,965
固定資産処分損益 △ 55,458,200
繰上弁済補償金 △ 12,648,627,320
貸出金の純増（△）減 647,754,927,324
債券の純増減（△） 485,518,543,840
借用金の純増減（△） △ 930,389,155,000
預け金の純増（△）減 △ 140,000,000,000
買現先勘定等の純増（△）減 86,903,820,750
社債・株式・その他の証券の純増（△）減 △ 168,516,631,684
資金運用による収入 315,913,328,427
資金調達による支出 △ 208,900,002,762
その他 11,835,940,292
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,636,259,684

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 100,577,250,000
有価証券の売却による収入 60,901,100,000
有価証券の償還による収入 20,000,000,000
金銭の信託の増加による支出 △ 2,065,192,395
金銭の信託の減少による収入 5,079,351,480
有形固定資産の取得による支出 △ 768,685,933
有形固定資産の売却による収入 120,260,663
無形固定資産の取得による支出 △ 1,371,410,954
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 18,681,827,139

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
国庫納付による支払額 △ 1,320,646,686
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,320,646,686

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 137,965
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △ 12,366,076,176
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 34,096,792,199
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 21,730,716,023

金　　額　科　　目
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４．民間企業仮定利益処分計算書
（金額単位：円）

前 期 繰 越 損 失 266,430,979,692

当 期 利 益 53,921,511,636 212,509,468,056

準 備 金 積 立 額 36,592,324,665

国 庫 納 付 金 2,499,987,686 39,092,312,351

251,601,780,407

注：国庫納付金は、仮定損益計算書上の当期利益から計算さ
れたものではなく、日本政策投資銀行法第38条第１項の
規定に基づき作成された財務諸表から計算された金額で
ある。

次 期 繰 越 損 失

損 失 処 理 額

金　　額科  　目

当 期 未 処 理 損 失
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５．財務書類の注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものにつ

いては、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

また、投資事業組合等への出資金については組合等の事業年度に係る財務諸表

及び中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合等の損益のうち持分相当

額を純額で計上しております。また、一部の投資事業組合への出資金については、

組合の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づいて、中間財務諸表項目を当行の

出資持分割合に応じて計上しております。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し

ております。 

(ﾛ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)(ｲ)

と同じ方法により行っております。 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 該当ありません。 

(3) 固定資産の減価償却の方法 
 動産不動産は、定率法（ただし建物（建物付属設備を除く。）については定額

法）を採用しております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物：22年～50年 

動産：3年～20年 

 当行の民間企業仮定貸借対照表においては、長期信用銀行法施行規則に基づい

た表示をしているため、固定資産（動産不動産）は、減価償却累計額控除後の簿

価を計上しています。 

 同累計額は、平成 20年 3月 31日現在で 20,845,096,450 円です。 

(4) 外貨建資産・負債の換算基準 
 外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付してお

ります。 
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(5) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
 予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。 
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」

という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」

という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後

の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営

破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）

に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ

ローを合理的に見積もることができない債権については、債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てておりま

す。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ

とができる債権については、当該キャッシュ･フローを当初の約定利子率で割り

引いた金額と債権の帳簿価額との差額を引き当てております。上記以外の債権に

ついては、当行の平均的な融資期間を勘案した過去の一定期間における貸倒実績

から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、投融資営業関連部署が資産査

定を実施し、当該部署から独立した査定部署が第二次査定を実施しており、その

査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権

額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

52,170,388,151 円であります。 

② 投資損失引当金 
 投資に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、

必要と認められる額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計

算上の差異の費用処理方法は以下の通りであります。 
数理計算上の差異：発生年度において全額費用処理 
 また、退職給付引当金には、役員に対するものが含まれております。 
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＜「退職給付に係る会計基準」六に定める記載事項＞ 
１． 退職給付債務に関する事項 

（金額単位：円） 

区    分 第 9期 
（平成 20年 3月 31 日） 

退職給付債務 (A) △ 45,019,090,723 
年金資産 (B) 13,586,558,462 
未積立退職給付債務 (C)=(A)+(B) △ 31,432,532,261 
会計基準変更時差異の未処理額 (D) － 
未認識数理計算上の差異 (E) － 
未認識過去勤務債務 (F) － 
連結貸借対照表計上額純額 (G)=(C)+(D)+(E)+(F) △ 31,432,532,261 
前払年金費用 (H) － 
退職給付引当金 (G)-(H) △ 31,432,532,261 

（注） 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２． 退職給付費用に関する事項 
（金額単位：円） 

区    分 第 9期 

（平成 20年 3月 31日） 
勤務費用 1,389,277,837 
利息費用 887,480,044 
期待運用収益 △ 74,510,101 
過去勤務債務の費用処理額 － 
数理計算上の差異の費用処理額 1,841,405,887 
会計基準変更時差異の費用処理額 － 
その他（臨時に支払った割増退職金等）     － 
退職給付費用 4,043,653,667 
 

３． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

区    分 第 9期 

（平成 20年 3月 31日） 

(1) 割引率 2.00％ 

(2) 期待運用収益率 0.50％ 
(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
(4) 数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括償却 

 

④ その他の引当金 
  賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支

給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。また、賞与引当金には、

役員に対するものが含まれております。 
（金額単位：円）  

区  分 金  額 
賞与引当金 1,653,361,000 
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(6) その他重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

② 繰延資産の処理方法 
 債券発行費は、発生した期に全額費用として処理しております。 

③ 保証債務の金額 
 民間企業仮定貸借対照表上「支払承諾」として計上されています。 

④ 収益・費用の計上基準 
 企業会計原則が規定する通常の計上基準と異なる基準を採用している収益・費

用はありません。 

⑤ 各特殊法人等個別の事項  
 行政コスト計算書におきましては、取引先の利子負担を軽減するために政府か

ら日本政策投資銀行を経由して取引先に支給されている利子補給金、

836,638,020 円を「Ⅰ 業務費用」中「業務収入（資金運用収益）」の項目より控

除しています。 
 民間企業仮定利益処分計算書における準備金積立額は、日本政策投資銀行法施

行令（平成 11 年政令第 271 号）第 4 条第 1 項乃至第 3 項の規定に基づき計算さ

れた当期利益について、日本政策投資銀行法第 41 条第 1 項及び日本政策投資銀

行法施行令第３条の規定に従い積立を行うものです。また、次期繰越損失は、日

本政策投資銀行法上当期の損失処理がなされない金額です。 

(7) キャッシュ・フロー計算書に関する事項 
 間接法により作成しています。キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

は、民間企業仮定貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び債券の償還・利

払いに係る財務代理人への信託金を除く預け金です。 
＜「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」第四に定める記載事項＞ 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 
平成 20 年 3 月 31 日現在      （単位：円） 
現金預け金勘定  161,741,296,678 
定期性預け金等       △ 140,000,000,000 

財務代理人への信託金 △ 10,580,655 

現金及び現金同等物  21,730,716,023 
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(8) 機会費用の計上基準 

① 国有財産の無償使用に係る機会費用の算出方法 
該当ありません。 

② 政府出資に係る機会費用の算出に用いた利子率 
1.275％（日本相互証券が公表する平成 20年 3月末現在の 10年国債（新発債）

の利回り） 

③ 通常よりも有利な条件による資金調達に係る機会費用の算出に用いた利子率 

1.640%（平成 19年度中の資金調達に係る約定利率の加重平均値） 

④ 公務員からの出向職員に係る機会費用の対象者数 

4人（平成 19年度中の採用者 2名を含む） 

⑤ その他の機会費用の算出方法 

該当ありません。 

(9) 行政コスト計算財務書類を作成する日までに発生した重要な後発事象 
該当ありません。 

(10) 重要な会計方針の変更 
            該当ありません。 
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